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す
る
。 

衆
議
院
議
員
枝
野
幸
男
君
提
出
住
友
金
属
和
歌
山
製
鉄
所
沖
出
し
中
止
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付 

内
閣
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一 

 



 

一
の
2
及
び
3
に
つ
い
て 

一
の
1
に
つ
い
て 

当
該
審
査
に
お
い
て
、
和
歌
山
県
知
事
は
、
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十

三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
同
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
瀬
戸
内
海
の
特
殊
性
に
つ
き
十
分
配
慮
す
る
と
と
も 

に
、
住
友
金
属
和
歌
山
製
鉄
所
（
以
下
「
和
歌
山
製
鉄
所
」
と
い
う
。
）
の
一
部
の
移
転
に
よ
っ
て
地
域
の
環
境
の
改
善
が 

 
 

図
ら
れ
る
等
そ
の
埋
立
て
の
内
容
が
公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
に
定
め
る
基
準
に

適
合
す
る
と
判
断
し
た
こ
と
か
ら
、
同
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
昭
和
五
十
五
年
六
月
に
同

法
第
二
条
第
一
項
の
免
許
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

御
指
摘
の
住
友
金
属
和
歌
山
製
鉄
所
沖
出
し
に
係
る
和
歌
山
下
津
港
西
防
波
堤
沖
埋
立
て
に
つ
い
て
は
、
和
歌
山
県
知
事

が
昭
和
五
十
三
年
八
月
に
住
友
金
属
工
業
株
式
会
社
（
以
下
「
住
友
金
属
」
と
い
う
。
）
か
ら
提
出
さ
れ
た
当
該
埋
立
て
の 

 

免
許
の
願
書
に
つ
い
て
審
査
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

御
指
摘
の
埋
立
地
に
お
け
る
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
に
関
し
て
は
、
財
団
法
人
和
歌
山
環
境
保
全
公
社
が
和
歌
山
製
鉄
所
か 

衆
議
院
議
員
枝
野
幸
男
君
提
出
住
友
金
属
和
歌
山
製
鉄
所
沖
出
し
中
止
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



 

財
団
法
人
和
歌
山
環
境
保
全
公
社
が
徴
収
す
る
処
分
料
金
の
単
価
は
、
和
歌
山
製
鉄
所
の
場
合
、
ト
ン
当
た
り
昭
和
五
十

六
年
度
か
ら
昭
和
六
十
三
年
度
ま
で
は
一
律
八
十
五
円
、
平
成
元
年
度
か
ら
平
成
五
年
度
ま
で
は
消
費
税
込
み
で
一
律
八
十

七
円
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
和
歌
山
製
鉄
所
以
外
の
企
業
の
場
合
、
昭
和
五
十
六
年
度
か
ら
昭
和
六
十
三
年
度
ま
で
は
、
燃

え
が
ら
、
汚
泥
等
は
ト
ン
当
た
り
千
八
百
円
、
固
化
物
等
は
ト
ン
当
た
り
千
三
百
円
及
び
建
設
廃
材
は
ト
ン
当
た
り
五
百 

 

円
、
平
成
元
年
度
か
ら
平
成
五
年
度
ま
で
は
消
費
税
込
み
で
燃
え
が
ら
、
汚
泥
等
は
ト
ン
当
た
り
千
八
百
五
十
四
円
、
固
化

物
等
は
ト
ン
当
た
り
千
三
百
三
十
九
円
及
び
建
設
廃
材
は
ト
ン
当
た
り
五
百
十
五
円
で
あ
っ
た
と
承
知
し
て
い
る
。
な
お
、

平
成
六
年
度
以
降
に
お
い
て
は
、
和
歌
山
製
鉄
所
と
和
歌
山
製
鉄
所
以
外
の
企
業
の
間
で
処
分
料
金
の
単
価
に
差
は
設
け
ら

れ
て
い
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。 

ら
の
廃
棄
物
を
含
む
す
べ
て
の
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
事
業
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
処
分
料
金
を
徴
収
し
た
上
で
実
施
す
る
と
と
も

に
、
和
歌
山
製
鉄
所
と
同
公
社
と
の
契
約
に
基
づ
い
て
、
和
歌
山
製
鉄
所
が
廃
棄
物
処
分
作
業
を
請
け
負
っ
て
い
た
と
承
知

し
て
い
る
。 

和
歌
山
製
鉄
所
の
廃
棄
物
処
分
作
業
の
請
負
料
金
は
、
昭
和
五
十
六
年
度
か
ら
昭
和
六
十
三
年
度
ま
で
は
ト
ン
当
た
り
七

十
五
円
、
平
成
元
年
度
か
ら
平
成
五
年
度
ま
で
は
消
費
税
込
み
で
ト
ン
当
た
り
七
十
七
円
で
あ
り
、
平
成
六
年
度
以
降
は
、 

四 

 



 

一
の
5
及
び
6
に
つ
い
て 

一
の
4
に
つ
い
て 

な
お
、
和
歌
山
製
鉄
所
と
和
歌
山
製
鉄
所
以
外
の
企
業
の
廃
棄
物
処
分
に
係
る
料
金
設
定
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い

て
は
、
和
歌
山
製
鉄
所
か
ら
排
出
さ
れ
る
廃
棄
物
の
計
量
等
の
業
務
を
財
団
法
人
和
歌
山
環
境
保
全
公
社
で
は
な
く
和
歌
山

製
鉄
所
が
実
施
し
て
い
た
こ
と
、
埋
立
て
の
護
岸
工
事
費
用
等
を
住
友
金
属
が
負
担
し
て
い
た
こ
と
、
及
び
平
成
五
年
度
ま

で
の
間
は
和
歌
山
製
鉄
所
が
実
費
よ
り
も
安
価
な
価
格
で
廃
棄
物
処
分
作
業
を
請
け
負
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
承
知

し
て
い
る
。 

和
歌
山
下
津
港
西
防
波
堤
沖
埋
立
て
の
工
事
費
は
、
住
友
金
属
が
全
額
負
担
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
護
岸
工
事
費
の
額

は
、
当
該
埋
立
て
の
免
許
の
願
書
の
添
付
図
書
に
よ
れ
ば
約
五
百
六
十
六
億
円
で
あ
る
。 

廃
棄
物
処
分
に
必
要
な
築
堤
作
業
費
、
仮
設
道
路
工
事
費
等
を
含
め
た
実
費
相
当
の
額
と
し
て
、
ト
ン
当
た
り
平
成
六
年
度

か
ら
平
成
八
年
度
ま
で
の
平
均
で
七
百
十
九
円
で
あ
っ
た
と
承
知
し
て
い
る
。
当
該
請
負
契
約
に
基
づ
き
、
昭
和
五
十
六
年

度
か
ら
平
成
八
年
度
ま
で
に
和
歌
山
製
鉄
所
が
財
団
法
人
和
歌
山
環
境
保
全
公
社
か
ら
受
け
取
っ
た
総
額
は
約
三
十
九
億
六

千
万
円
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

五 

 



 

二
の
1
に
つ
い
て 

和
歌
山
下
津
港
西
防
波
堤
沖
埋
立
て
に
つ
い
て
は
、
和
歌
山
県
知
事
が
、
昭
和
五
十
五
年
に
第
一
工
区
か
ら
第
三
工
区
ま

で
に
つ
い
て
公
有
水
面
埋
立
法
第
二
条
第
一
項
の
免
許
を
行
い
、
昭
和
五
十
八
年
に
第
一
工
区
、
平
成
四
年
に
第
二
工
区
に

つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
竣
功
認
可
を
行
っ
て
い
る
。 

仮
に
、
今
後
、
住
友
金
属
が
和
歌
山
下
津
港
西
防
波
堤
沖
埋
立
地
の
第
二
工
区
の
所
有
権
の
移
転
に
つ
い
て
、
公
有
水
面

埋
立
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
の
申
請
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
和
歌
山
県
知
事
に
対
し
て
慎
重
な
審
査

を
す
る
よ
う
指
導
し
て
ま
い
り
た
い
。 

公
有
水
面
埋
立
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
、
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
竣
功
認
可
後
十
年
を
経
過
し
て
い
な
い

埋
立
地
の
所
有
権
の
移
転
等
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
お
り
、
都
道
府
県
知

事
は
、
同
法
第
二
十
七
条
第
二
項
各
号
の
要
件
に
適
合
す
る
と
判
断
し
た
場
合
に
当
該
許
可
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
同
項
第

三
号
に
お
い
て
、
埋
立
地
の
所
有
権
の
移
転
等
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
そ
れ
に
よ
り
不
当
に
受
益
し
な
い
こ
と
が
許
可
の
要

件
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
所
有
権
の
移
転
に
よ
り
埋
立
地
の
所
有
者
が
不
当
に
受
益
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
都

道
府
県
知
事
は
当
該
所
有
権
の
移
転
の
許
可
を
行
わ
な
い
こ
と
と
な
る
。 

六 

 



 

二
の
3
に
つ
い
て 

二
の
2
に
つ
い
て 

そ
の
間
、
平
成
三
年
に
住
友
金
属
か
ら
埋
立
地
の
土
地
利
用
計
画
の
見
直
し
を
行
い
た
い
旨
の
希
望
が
表
明
さ
れ
た
が
、

こ
れ
は
、
当
該
埋
立
て
免
許
の
効
力
に
何
ら
影
響
を
与
え
な
い
事
実
上
の
行
為
で
あ
り
、
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
は
免
許
の

内
容
の
と
お
り
に
完
成
し
た
こ
と
か
ら
、
平
成
四
年
に
和
歌
山
県
知
事
は
第
二
工
区
に
つ
い
て
竣
功
認
可
を
行
っ
た
も
の
で

あ
る
。 

御
指
摘
の
点
に
つ
い
て
、
環
境
庁
に
お
い
て
和
歌
山
県
に
照
会
し
た
と
こ
ろ
、
同
県
か
ら
、
中
松
江
自
治
会
と
和
歌
山
製

鉄
所
の
間
で
、
降
下
ば
い
じ
ん
量
の
目
標
値
に
つ
い
て
平
成
六
年
以
降
の
夏
場
（
五
月
か
ら
九
月
ま
で
）
の
中
松
江
地
区
セ

ン
タ
ー
に
お
い
て
測
定
し
た
同
地
区
に
お
け
る
降
下
ば
い
じ
ん
量
の
平
均
値
を
一
月
に
つ
き
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り

四
・
〇
ト
ン
（
影
響
風
向
頻
度
二
五
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
の
場
合
）
と
同
等
以
下
と
し
、
影
響
風
向
頻
度
に
応
じ
て
補
正
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
及
び
異
常
気
象
等
の
和
歌
山
製
鉄
所
に
起
因
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
要
因
に
よ
り
降
下

ば
い
じ
ん
量
が
高
値
を
示
し
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
協
議
し
て
そ
の
取
扱
い
を
決
定
す
る
こ
と
が
相
互
に
確
認
さ
れ
て
い

る
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

七 

 



 

二
の
4
の
(2)
に
つ
い
て 

二
の
4
の
(1)
に
つ
い
て 

住
友
金
属
が
、
公
有
水
面
埋
立
法
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
昭
和
五
十
三
年
八
月
に
提
出
し
た
免
許
の
願
書
に
お
い
て

は
、
大
気
汚
染
、
悪
臭
、
騒
音
等
に
つ
い
て
の
環
境
改
善
に
関
す
る
目
標
値
（
以
下
「
環
境
改
善
目
標
値
」
と
い
う
。
）
を 

 
 

 

設
定
し
、
こ
れ
を
達
成
す
る
た
め
、
高
炉
滓
及
び
転
炉
滓
処
理
場
等
の
公
害
発
生
源
の
う
ち
移
転
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
設

備
は
埋
立
地
に
移
転
し
た
上
で
、
必
要
な
場
合
に
は
散
水
設
備
の
設
置
等
の
対
策
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
既
存
の
敷
地
内
に

お
い
て
も
集
じ
ん
設
備
の
設
置
等
の
対
策
を
講
ず
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

御
指
摘
の
中
松
江
自
治
会
と
和
歌
山
製
鉄
所
の
間
の
確
認
事
項
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
降
下
ば
い
じ
ん
量
の
測
定
結

果
は
、
環
境
庁
と
し
て
は
、
承
知
し
て
い
な
い
。
当
該
確
認
事
項
に
お
け
る
降
下
ば
い
じ
ん
量
の
目
標
値
は
、
当
事
者
間
で

自
主
的
に
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
守
ら
れ
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
間
で
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ

り
、
環
境
庁
と
し
て
そ
の
実
行
を
指
導
す
る
立
場
に
は
な
い
と
考
え
る
。 

住
友
金
属
は
、
免
許
の
願
書
に
記
載
し
た
対
策
と
し
て
、
高
炉
滓
及
び
転
炉
滓
処
理
場
を
埋
立
地
に
移
転
す
る
と
と
も 

 

に
、
環
境
改
善
目
標
値
を
達
成
す
べ
く
、
既
存
の
敷
地
内
に
お
い
て
粉
じ
ん
飛
散
、
悪
臭
、
騒
音
等
の
防
止
の
た
め
の
設
備 

八 

 



 

二
の
6
に
つ
い
て 

二
の
5
に
つ
い
て 

の
整
備
及
び
道
路
等
に
散
水
を
行
う
等
の
操
業
上
の
対
応
を
実
施
し
、
更
に
埋
立
地
に
移
転
し
な
い
コ
ー
ク
ス
炉
の
一
つ
に

乾
式
消
火
設
備
を
導
入
す
る
等
の
追
加
的
な
環
境
保
全
対
策
を
行
っ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。
環
境
庁
に
お
い
て
は
、
和

歌
山
県
か
ら
、
現
在
ま
で
に
工
場
移
転
と
同
等
以
上
の
環
境
保
全
効
果
が
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
の
報
告
を
受
け
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
現
在
、
報
告
の
内
容
に
つ
い
て
現
地
調
査
を
含
め
確
認
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
結
果
必
要
が

あ
れ
ば
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
て
ま
い
り
た
い
。 

御
指
摘
の
点
に
つ
い
て
、
環
境
庁
に
お
い
て
和
歌
山
県
に
報
告
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
住
友
金
属
は
、
環
境
保
全
の
た
め
の

対
策
を
進
め
る
に
当
た
り
、
そ
の
計
画
を
関
係
す
る
周
辺
の
自
治
会
に
提
示
す
る
と
と
も
に
、
対
策
の
実
施
後
に
設
備
の
完

成
状
況
を
こ
れ
ら
の
自
治
会
に
視
察
し
て
も
ら
う
こ
と
等
に
よ
り
、
周
辺
住
民
の
理
解
を
得
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

今
後
、
和
歌
山
製
鉄
所
の
周
辺
環
境
に
関
す
る
測
定
結
果
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
迅
速
な
公
開
も
計
画
し
て
い

る
旨
の
報
告
を
受
け
て
い
る
。 

御
指
摘
の
点
に
つ
い
て
、
環
境
庁
に
お
い
て
和
歌
山
県
に
報
告
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
住
友
金
属
か
ら
和
歌
山
製
鉄
所
の
沖 

九 

 



 

二
の
7
に
つ
い
て 

出
し
の
中
止
の
希
望
が
表
明
さ
れ
た
平
成
三
年
及
び
住
友
金
属
か
ら
和
歌
山
県
知
事
に
対
し
て
沖
合
移
転
を
中
止
し
た
い
旨

の
申
し
出
が
あ
っ
た
平
成
六
年
を
含
む
前
後
五
年
間
に
お
け
る
騒
音
、
振
動
及
び
悪
臭
の
状
況
に
関
し
、
騒
音
規
制
法
（
昭

和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
二
十
一
条
の
二
、
振
動
規
制
法
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
九
条
及
び

悪
臭
防
止
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
和
歌
山
製
鉄
所
敷
地
境
界
に
お
い
て
測

定
し
た
結
果
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
報
告
を
受
け
て
い
る
。 

測
定
値
は
ほ
ぼ
横
ば
い
に
推
移
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
の
値
も
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
に
つ
い
て
各
法
に
定
め
る
規
制
基
準
値

以
下
と
な
っ
て
い
る
。 

御
指
摘
の
点
に
つ
い
て
、
環
境
庁
に
お
い
て
和
歌
山
市
に
報
告
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
和
歌
山
製
鉄
所
に
お
い
て
、
ハ
イ 

 

カ
ー
ボ
ン
鋼
の
手
入
れ
施
設
等
か
ら
浸
透
液
の
廃
液
を
地
下
浸
透
さ
せ
て
い
た
事
実
が
あ
っ
た
こ
と
及
び
同
市
が
和
歌
山
製

鉄
所
の
敷
地
境
界
に
あ
る
井
戸
か
ら
地
下
水
を
採
取
し
検
査
を
行
っ
た
結
果
、
地
下
水
の
環
境
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
測

定
項
目
の
す
べ
て
に
つ
い
て
環
境
基
準
値
以
下
で
あ
っ
た
こ
と
の
報
告
を
受
け
て
い
る
。 

ハ
イ
カ
ー
ボ
ン
鋼
の
手
入
れ
施
設
等
か
ら
排
出
さ
れ
た
廃
液
か
ら
水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八 

一
〇 

 



 

三
の
1
、
2
、
3
、
4
及
び
6
に
つ
い
て 

二
の
8
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
点
に
つ
い
て
、
環
境
庁
に
お
い
て
和
歌
山
市
に
報
告
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
現
在
、
同
市
に
お
い
て
、
和
歌
山
製

鉄
所
周
辺
の
地
下
水
中
の
マ
ン
ガ
ン
と
和
歌
山
製
鉄
所
と
の
関
係
を
調
査
す
る
た
め
、
和
歌
山
製
鉄
所
内
及
び
周
辺
に
お
け

る
ボ
ー
リ
ン
グ
の
実
施
を
和
歌
山
製
鉄
所
に
指
示
す
る
と
と
も
に
、
同
市
が
ボ
ー
リ
ン
グ
地
点
の
地
下
水
質
や
土
壌
の
分
析

を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
の
報
告
を
受
け
て
お
り
、
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
適
切
に
対
処
し
て
ま
い
り
た
い
。 

号
）
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
さ
れ
る
物
質
は
検
出
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
和
歌
山
製
鉄
所
が
こ
の
廃
液
を
地
下
に
浸

透
さ
せ
る
行
為
は
同
法
第
十
二
条
の
三
の
規
定
に
は
違
反
し
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
廃
液
の
地
下
浸
透

は
環
境
保
全
上
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
和
歌
山
県
に
お
い
て
は
、
恒
久
的
な
改
善
措
置
並
び
に
協
力
会
社
を

含
む
工
場
設
備
の
点
検
及
び
環
境
保
全
意
識
の
向
上
の
た
め
の
啓
発
の
実
施
に
つ
い
て
、
和
歌
山
市
に
お
い
て
は
、
当
該
施

設
か
ら
排
出
さ
れ
る
廃
液
の
地
下
浸
透
防
止
措
置
、
排
水
系
統
の
総
点
検
並
び
に
和
歌
山
製
鉄
所
敷
地
境
界
に
あ
る
井
戸
及

び
作
業
場
周
辺
の
地
下
水
質
検
査
の
実
施
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
指
導
が
な
さ
れ
た
と
承
知
し
て
い
る
。 

公
害
防
止
事
業
費
事
業
者
負
担
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
は
、
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
緑
地 

一
一 

 



 

次
に
、
工
場
立
地
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
二
十
四
号
）
に
お
い
て
は
、
一
定
規
模
以
上
の
工
場
又
は
事
業
場
に
関 

 
 

し
、
敷
地
内
に
お
け
る
緑
地
の
確
保
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
が
、
敷
地
外
に
整
備
さ
れ
る
緩
衝
緑
地
に
つ
い
て
は
規
定
し

て
い
な
い
。
同
法
第
八
条
第
一
項
の
届
出
に
よ
れ
ば
、
和
歌
山
製
鉄
所
の
敷
地
内
に
お
け
る
緑
地
の
面
積
は
約
四
十
ヘ
ク 

 

タ
ー
ル
で
あ
る
。 

の
設
置
等
の
公
害
防
止
事
業
を
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
場
合
に
お
け
る
事
業
者
が
負
担
す
べ
き
費
用
の
範
囲
、

額
の
算
定
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
事
業
者
に
対
し
て
緑
地
の
設
置
等
の
公
害
防
止
事
業
の
実
施
を
義
務
付
け

る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
同
法
に
基
づ
い
て
住
友
金
属
が
緑
地
を
整
備
す
る
こ
と
は
な
い
。
同
法
が
適
用
さ
れ
る
事
業
に
つ

い
て
は
、
同
法
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
当
該
事
業
を
実
施
す
る
国
の
行
政
機
関
又
は
地
方
公
共
団
体
の
長
が
定
め
る
費

用
負
担
計
画
に
従
っ
て
事
業
者
が
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
住
友
金
属
は
、
和
歌
山
製
鉄
所
周
辺
に
お
け
る

湊
緑
地
（
約
三
・
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
、
松
江
緑
地
（
約
六
・
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
及
び
西
松
江
緑
地
（
約
五
・
九
ヘ
ク
タ
ー 

 
 

 
 

ル
）
の
設
置
に
つ
い
て
和
歌
山
県
知
事
の
定
め
た
費
用
負
担
計
画
に
基
づ
い
て
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。 

ま
た
、
和
歌
山
海
南
都
市
計
画
に
お
い
て
は
、
和
歌
山
製
鉄
所
及
び
そ
の
周
辺
に
つ
い
て
河
西
緩
衝
緑
地
と
し
て
七
十 

一
二 

 



 

三
の
5
に
つ
い
て 

六
・
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
整
備
す
る
こ
と
が
都
市
計
画
決
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
和
歌
山
県
及
び
住
友
金
属
が
そ
れ
ぞ

れ
事
業
の
実
施
主
体
と
な
っ
て
既
に
整
備
さ
れ
た
当
該
緩
衝
緑
地
（
公
害
防
止
事
業
団
（
平
成
四
年
十
月
一
日
以
後
に
お
い

て
は
環
境
事
業
団
。
以
下
同
じ
。
）
が
施
行
し
て
同
県
に
譲
渡
し
た
も
の
を
含
む
。
）
の
面
積
は
、
合
計
約
四
十
九
・
五
ヘ 

 
 

ク
タ
ー
ル
で
あ
る
。
当
該
緩
衝
緑
地
の
う
ち
未
整
備
の
部
分
に
つ
い
て
今
後
ど
の
よ
う
な
形
で
整
備
を
進
め
る
か
に
つ
い
て

は
、
現
在
、
関
係
者
間
で
調
整
中
で
あ
る
と
の
報
告
を
同
県
か
ら
受
け
て
い
る
が
、
御
指
摘
の
緩
衝
緑
地
の
整
備
責
任
が
県

に
あ
る
旨
の
住
友
金
属
の
発
言
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
。 

公
害
防
止
事
業
団
は
、
昭
和
五
十
七
年
度
か
ら
平
成
四
年
度
ま
で
の
間
、
二
期
に
わ
た
り
和
歌
山
地
区
共
同
福
利
施
設
建

設
事
業
と
し
て
湊
緑
地
、
松
江
緑
地
及
び
西
松
江
緑
地
の
整
備
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
年
度
別
事
業
費
と
そ
の
内
訳
は
、
別

表
第
二
の
と
お
り
で
あ
る
。 

   

一
三 

 



 

別
表
第
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一
四 

 



 

別
表
第
二 

           

（
一
）
第
一
期
（
湊
緑
地
及
び
松
江
緑
地
計
約
九
・
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
単
位 

百
万
円
） 

一
五 

 



 

 

  

（
二
）
第
二
期
（
西
松
江
緑
地 

約
五
・
九
ヘ
ク
タ
ー
ル
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
単
位 

百
万
円
） 

一
六 


